
１ 自治体概要
（１）人口:１７，１２２人
（２）面積:１２０．５１㎢
（３）小学校数:３校
（４）中学校数:１校

２ 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制整備事業（モデル事業）
における実施事業

○ 地域の様々な相談の受け止め(地域力強化推進事業)・地域づくり事業
○ 多機関の協働による包括的支援体制構築事
○ 参加支援事業
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３ 地域の様々な相談の受け止め(地域力強化推進事業)・地域づくり事業
（１）実施方法（委託先）

ふらっとカフェ実行委員会
（２）事業名

門川町地域共生社会の実現に向けた地域づくり事業
（３）実施期間

平成３０年４月 ～ 令和３年３月
（４）事業実施に至った背景

高齢者はサロン、認知症は認知症カフェという対象者が限られた
集いの場はあるが、誰でも気軽に利用できる集いの場がない。
集いの場を作ることで、①多様なつながり②困りごとの発掘・解決

③支えられる側から支える側への３つの効果が期待できる。
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（５）事業内容
ア「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を
把握し解決することができる環境の整備状況について
①対象地域

門川町全域
②対象地域の範囲・人口

町全域 18,116人
③地域づくりに向けた支援
・会議体の運営者

ふらっとカフェ実行委員会
・会議体の構成員
小規模多機能ホーム管理者、認知症カフェ運営者、
地域包括支援センター、相談支援包括化推進委員、行政
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④地域住民等が相互に交流を図ることのできる拠点名及び運営主体
ふらっとカフェ（小規模多機能ホーム）

⑤地域の課題を地域で解決していくための社会資源の開発や財源等の方法
カフェ利用者から利用料を徴収する

⑥事業実施にあたり連携した他の法定事業等
生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）で実施する
「ボランティア養成講座」修了者を派遣する。

⑧事業の成果及び課題
R2.6月 認知症カフェ運営者より住民に研修会を行う（10名）
R2.７月 月～金の平日10:00～15:00まで誰でも自由に過ごせるカフェ
をオープンする。毎月第3水曜日は昼食の提供も行う。

（有償ボランティア4名／日、参加者10名／日）
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イ「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に
受け止める体制の整備状況について

①対象地域
門川町全域

②対象地域の範囲・人口
町全域 18,116人

③地域住民の相談を包括的に受け止める場所・機関等名
ふらっとカフェ（小規模多機能ホーム）

④複雑化・複合化した課題や狭間のニーズに対する対応方法とバックアップ
する機関等
つなげる期間がない場合、相談支援包括化推進員が対応する。
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⑤地域住民の相談を包括的に受け止める場の周知方法
町広報、認知症カフェ、介護事業所、医療機関、障害者支援事業所、

子育て支援センター

⑥事業の成果及び課題
令和2年度の5月の試食会後、新型コロナウイルス感染症の影響もあり

活動できていない。新型コロナウイルス感染症の蔓延防止体制を整えること
が課題となる。
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４ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業
（１）実施主体（委託先）

門川町（特定非営利活動法人 地域支援センターつながり）
（２）事業名

門川町多機関の協働による包括的支援体制構築事業
（３）実施期間

平成２９年４月 ～ 令和３年３月
（４）事業実施に至った経緯

「8050問題」や「7040問題」、生活困窮×高齢者、障がい者×子どもな
どの複合課題のある世帯に対し、支援が入っていても高齢者や障がい者の
みの為、世帯全体の課題解決につながっていない。そのため、世帯丸ごと
支援する相談支援包括化推進員がアウトリーチ等による継続的な支援が必
要。また、課題解決のために①ひきこもり本人及び家族が相談できる場所
づくり②高齢者や障がい者が就労できる企業の発掘を行う。
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（５）相談支援包括化推進員の配置状況
・配置人数 ２名
・相談支援包括化推進員の経歴・保有資格等
①作業療法士の資格を有し、現在、京都橘大学作業療法学科の教授を
務める。その傍らNPO法人地域支援センター「つながり」(理事⾧)
を立ち上げ障害者や子どもの拠り所、若年性認知症者の就労支援の
基盤づくりを行っている。

②介護支援専門員、介護福祉士保有。昭和49年より平成24年まで養護
学校宿舎、特別養護老人ホーム等で勤務し、平成25年から29年まで
門川町介護保険認定調査員を務める。

・相談支援包括化推進員を配置している相談支援機関の名称
特定非営利活動法人 地域支援センター つながり事務所
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（６）事業内容
①包括的な相談支援体制の構築に向けた取組の概要
・実態把握の為、全戸訪問を行う。また、相談があった世帯は継続的に
訪問し、必要時の支援・つなぎを行う。

・ひきこもり本人及び家族が相談できる場所を新たに創設する。
作業療法士が月1回相談会を開催する。

・地域の企業とつながり、就労の場を創設する。
・関係機関や団体と、連携会議を開催する。

②相談支援包括化推進会議の開催方法（回数方法や参加者等）
（個別事例の検討）行政担当、地域包括支援センター職員、病院ソーシャル
ワーカー、対象者の家族、交番所員等、支援の内容により参集者は異なる。

（ネットワーク構築）
月一回 行政担当者と住宅訪問の報告・情報交換
月一回 行政担当者、社会福祉協議会、包括支援センターとの情報交換会
都度 個別支援のための調整会議
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（７）事業の成果及び課題
①複雑かつ複合化した課題を抱える住民のうち高齢者や障害者等に「就労
の場」を提供する業者を新規で1件発掘（累計8件 2件の業者削除）

②介護、障害、関係機関等157件訪問
③住民向け研修会 コロナで中止
ただし、こもりびと親の会→1回開催（参加者:8名）

④259件訪問相談23件そのうちの就労支援0件
関係機関に繋いだ 7件
引き続き継続訪問件数 30件

⑤ひきこもり相談窓口相談件数 5件
・コロナ禍で状況を見ながらのアウトリーチとなり訪問件数減少
・住民向け研修会はすべて中止した。
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６ 参加支援事業
（１）実施主体（委託先）

門川町（特定非営利活動法人 地域支援センターつながり）
（２）事業名

門川町地域共生社会の実現に向けた住民参加支援事業
（３）実施期間

平成2年４月 ～ 令和３年３月
（４）事業実施に至った経緯

心身に障がいを負った場合、残存機能があるにも関わらず支えられる
側になっていることが多い。
また、デイサービスや集いの場のような話すことが中心のところには

行きたがらない高齢者も多く、ADLや認知機能が低下している。
そこで、軽作業できる場を作り出来高に応じた報酬を支払うことで、

生きがいの創出や支える側へシフトすることができる。
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（５）事業実施の体制
公民館で絵馬制作等の軽作業

（６）参加支援を行う者の配置人数
２人

（７）参加支援を行う者の経歴・保有資格
①作業療法士の資格を有し、現在、京都橘大学作業療法学科の教授を務める。
その傍らNPO法人地域支援センター「つながり」（理事⾧）を立ち上げ
障害者や子どもの拠り所、若年性認知症者の就労支援の基盤づくりを
行っている。
②介護支援専門員、介護福祉士保有。昭和49年より平成24年まで養護学校
宿舎、特別養護老人ホーム等で勤務し、平成25年から29年まで門川町介護
保険認定調査員を務める。

（８）参加支援を行う者を配置する相談支援機関の種類・名称
特定非営利活動法人つながり事務所
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（９）事業内容
①利用者のニーズを踏まえたマッチングとメニューづくり(資源開拓)の概要
・絵馬の形に切り抜いた木材をやすりで削る
・焼き印を押す
・紐を通す
上記３つの作業のうち本人ができる作業を行ってもらう。

②本人への定着支援と受け入れ先への支援（フォローアップ）内容
公民館で作業を行う。定着するまでは、委託先の職員が訪問する。

③自主財源の確保のための取組の概要
・ふるさと納税の返礼品として出品
・神社への買い取り依頼
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（１０）事業の成果及び課題
①複合的課題を抱える者の雇用

0件→ただし継続支援中（退職したい相談等の対応）
※ひきこもり者:絵馬制作支援

②地域との交流
イベント回数1回:参加者数延べ約70名
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